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令和 4年 2月にロシアがウクラ
イナに軍事侵攻し，それにより全
世界がさまざまな影響を受けるこ
ととなった．特に原油価格の高騰
と物流の停滞はあらゆる産業分野
に打撃を与え，それは今もなお続
いている．続いているといえば，
令和元年に始まった新型コロナウ

イルス感染症である．ワクチンが開発され普及し始めた
にもかかわらず変異株の出現で，われわれは未だにこの
感染症との戦いを強いられている．こうした社会情勢か
ら，日本漢字能力検定協会が公表した令和 4年の世相を
表す漢字が「戦」であったことを，多くの方々が納得さ
れているのではないかと思う．一方で良い「戦」もあっ
た．初めて中東のカタールで開催されたサッカーのワー
ルドカップでは，日本は強豪ドイツやスペインに勝ち，
決勝トーナメントに進むことができた．このカタール大
会において，日本代表チームは国際サッカー連盟
（FIFA）から「傑出したチーム」と高く評価され，また，
フェアプレー賞の候補との報道もあった．実は，サッ
カー日本代表は 2018年のロシア大会から導入された
フェアプレーポイント＊で同順位だったセネガルに競り
勝ち，決勝トーナメントに進むことができた過去があ
る．こうしたことからも，サッカー日本代表にはフェア
プレーの印象が強い．

＊チーム間の対戦成績が全て同じだった場合，選手に出
されたイエローカード及びレッドカードの枚数に応じ
て点数を加算することで順位を決めるもの

昨今の獣医療においても一層のフェア（明白で正しい
こと）が求められていると感じている．特に，動物用医
薬品を適切に使用することもフェアな獣医療の一つでは
ないだろうか．それにはまず，獣医師をはじめとした使
用者に個々の動物用医薬品に関する情報が十分かつ迅速
に提供されることが第一であると考える．そこで，動物
医薬品検査所は，当所のホームページ（http://www.

maf f.go.jp/nval/index.html）に動物用医薬品等データ
ベース及び副作用情報データベースを開設し，動物用医

薬品のユーザーへさまざまな情報を提供している．また，
これらデータベースについては，ユーザーのニーズに応
えられるように適宜な整備・改良にも取り組んでいる．
平成 30年に 26年ぶりに発生した豚熱については，
令和元年から予防的ワクチンの使用が始まり，現在（令
和 5年 1月 12日），39都府県の飼養豚にワクチンが接
種されている．しかし，ワクチンを接種している農場に
おいても豚熱の発生が確認される例がある．その原因の
一つとして，併用されている他のワクチンにより豚熱生
ワクチンの効果が減弱されているのではないかとの懸念
がある．動物医薬品検査所では，農場でよく併用される
他のワクチンと豚熱生ワクチンとの相互作用を，実際に
豚を用いた動物実験で検証している．また，高病原性鳥
インフルエンザについては，今シーズン（令和 4年度），
過去最多の発生が確認されている．インフルエンザウイ
ルスは容易に変異することが知られており，その変異が
診断薬の感度や特異度に影響しないか懸念される．そこ
で，毎シーズンの流行株を入手し，インフルエンザ診断
薬の感度・特異度を調べ，その有用性を検証している．
動物医薬品検査所は，こうした家畜防疫に重要な動物用
医薬品についてその適切かつ効果的な使用に必要な情
報を収集し，動物用医薬品ユーザーへ提供することとし
ている．
薬剤耐性菌のリスクを低減するためには，動物用抗菌
性物質製剤の使用者が慎重使用（抗菌剤を使用すべき
かを十分検討したうえで，抗菌剤の適正使用により最大
限の効果を上げ，薬剤耐性菌の選択を最小限に抑えるよ
うに使用すること）に努める必要がある．動物医薬品検
査所は薬剤耐性問題における農林水産分野の基幹検査機
関として，1999年に開始した動物分野での薬剤耐性菌
の全国的なモニタリング（JVARM）を充実・強化して
きており，動物に使用する抗菌剤による人の健康と獣医
療に対するリスク評価及びリスク管理の基礎資料となっ
ている．その結果は当所ホームページやさまざまな機
会・媒体を通じて動物用抗菌性物質製剤の使用者をはじ
めとする関係者に提供され，慎重使用の徹底など薬剤耐
性対策に活かされている（図）．
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動物医薬品検査所は，動物薬事行政を担うわが国唯一
の専門機関として，動物用医薬品の品質検査，承認審査，
畜水産物の安全確保，国際化対応等広範な分野への対応
が求められている．これら全ては動物用医薬品のユー
ザーが動物用医薬品を適切に使用していただくためであ

る．なお，当所は令和 7年度に現在の東京都国分寺市か
ら茨城県つくば市へ庁舎移転する予定であるが，移転後
も引き続き動物用医薬品が適切に使用されるよう動物用
医薬品ユーザーのニーズに的確に応えていく所存である．

図　当所ホームページの薬剤耐性菌モニタリング情報のトップページ．
令和 4年 12月にリニューアル


